
新日本製薬大分パラ陸上 2016【ＩＰＣ公認大会】実施要項 

 

１ 主 催 

九州パラ陸上競技協会(大分陸上実行委員会）   

  

２ 共 催（予定）  

大分県障がい者体育協会 

大分身体障害者陸上競技協会 

 

３ 後 援（予定）   

一般社団法人日本パラ陸上競技連盟、大分県、大分県障がい者スポーツ指導者協議会、 

NPO法人レスポインターナショナル、 

朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、西日本新聞、大分合同新聞、 

OBS大分放送局、TOSテレビ大分、OAB大分朝日放送、FM大分 

 

４ 主 管 

  大分陸上競技協会 

大分陸上 2016実行委員会 

 

５ 協 力（予定） 

  大分県障害者スポーツ指導者協議会 

 

６ 特別協賛（予定） 

 新日本製薬株式会社 

 

７ 協 賛 （予定） 

  株式会社大分銀行、コロプラスト株式会社、凸版印刷株式会社、 

パナレーサー株式会社、株式会社トキハ、有限会社ユアーズ、 

株式会社マンダム、株式会社別大興産、熊本総合リハビリテーション学院、 

富士通エフサス株式会社、スポーツキムラヤ、有限会社盛工業、 

株式会社アックス 

 

８ 日 時 （予定） 

  1日目 平成 28年 4月 9日（土曜） 

11：00受付開始 13：15競技開始 17：00競技終了 

 2日目 平成 28年 4月 10日（日曜） 

 11：00競技開始 16：30競技終了 

 

９ 会 場 

  大分銀行ドーム 大分市大字横尾 1351 番地 

 

 

 



 

10 参加資格と制限 

  （１）日本パラ陸上競技連盟の登録会員、または IPC登録者であること。 

  （２）外国選手は IPC登録者であること。 

    （３）５０００ｍ競走は、次のとおり参加標準記録を設ける。 

       ５０００ｍ男子  （過去２年以内に２０分以内の記録を持つ者。） 

       ５０００ｍ女子  （過去２年以内に２５分以内の記録を持つ者。） 

  （４）上記登録者以外の者で主催者が認めた者。 

  （５）参加種目の制限は設けない。棄権の際は医師の診断書等を提出すること。 

 

11 参加費 

   1人 ３，０００円    参加費は締め切り日までに下記へ振込をお願いします。 

     ※振込先 大分銀行 本店営業部 普通 6729560   

          大分陸上実行委員会 事務局 小野洋一  

12 表 彰 

   表彰は行わない。 

 

13 参加申込 

  別紙申込書に記入し、平成 28年 3月 12日（土）までに下記へ申込むこと。（FAX可） 

〒870-0131 大分市皆春 450-1-B102 

     小野 洋一 （おの よういち） 行 

     TEL 097-560-3002 FAX 097-560-3368  

※ 大会ホームページの申込みフォームからエントリー可能。 

※ 申込後大会事務局より参加申込決定通知はがきを送付する。 

※ 決定通知ハガキが届かない場合は必ず確認の連絡をすること。 

 

14 競技グループ及び競技種目 

   別紙競技グループ、別紙競技種目一覧のとおり。 

 

15 競技規則及び申し合わせ事項 

   （１）2016 IPC-Athletics競技規則並びに本大会申し合わせ事項により行う。 

     （２）本大会は IPC 公認大会であるので「ZERO FALSESTART」ルールを適用してトラッ

ク種目を行う。そのため、不正出発は 1 回目で失格となることを充分理解しておくこ

と。 

（３）運営上トラック種目において、5000m競走において 25分以内の制限を設け、 

制限を越えた場合は競走の途中であっても中断し、記録は途中棄権とする。 

     （４）トラック種目のウォーミングアップについては、各競技の空き時間にトラックで 

行っても良いが、競技審判等より進行の妨げになる指示があった場合は速やかに中止

し、指示に従うこと。 

     （５）フィールド競技における試技は、各種目とも６回とする。ただし、投擲競技における 

        計測は競技運営上、各試技ごとに計測しないことがある。 

    （６）トラック種目は予選・決勝を基本とします。 

 



 

 

16 宿 泊 （予定） 

   宿泊は斡旋を行わないが、事務局から紹介は対応可能とする。 

 

17 ドーピング検査 

   本大会ではドーピング検査を実施する。 

 

18 個人情報について 

   主催者が知り得た個人情報は法令を厳守し、大会運営以外には使用しないものとする。 

 

19 その他 

   （１）この要項に定めるもののほか、大会運営に必要な事項は大会会長及び大会実行委員長 

      が協議し別に定める。 

   （２）主催者の責によらない事由で大会を中止した場合、参加費の返金は一切行わない。 

   （３）自己の責任で健康と安全に十分留意すること。ただし、主催者側で一括して傷害保険

に加入する。 

     （４）本大会は、国際大会出場への推薦資料とする。 

（５）記録はホームページで当日夜掲載を行う。 

 


